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配当方針の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、令和 4年 11月 8日開催の取締役会において、令和 5年 3月期以降の配当方針について一部変更する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

1. 変更内容 

〈変更前〉 

当社は、企業価値増大のため継続的な成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の

改善を図るための資金を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績に応じた利

益配分を行なうことを基本方針といたします。連結業績に応じた利益配分の指標としては、連結配当性向 30％

程度を基準といたします。 

〈変更後〉 

当社は、企業価値増大のため継続的な成長を促進させるために必要な資金や有利子負債削減など財務体質の

改善を図るための資金を内部留保として確保していくことを前提に、株主に対し当該期の連結業績及び連結自

己資本の額に応じた利益配分を行なうことを基本方針といたします。利益配分の指標としては、DOE(自己資本

配当率)1.0％以上としたうえで、連結配当性向 35～40％を目安に年間の配当額を決定いたします。 

 
2. 変更の理由 

当社は、当該期の連結業績に応じた利益配分を行うことを基本方針とし、利益配分の指標として平成 28年 3

月期より「連結配当性向 30％を基準」としてきましたが、今般、連結自己資本額の増加等も勘案し、株主の皆

様への利益還元の更なる充実を図るため、より積極的な株主還元策として配当性向の基準を引き上げるととも

に、株主の皆様への安定的な利益還元の観点から新しい指標(DOE)を導入することといたしました。 

 

3. 令和 5年 3月期期末配当の公表時期 

令和 5年 3月期の期末配当につきましては、現状未定としておりますが令和 5年 3月 17日頃に決定し公表す

る予定です。 

 

以 上 


